
報告第21号 

   令和５年度一関市工業団地整備事業特別会計予算継続費の精算の報告について 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第２項の規定により、継続費の精算

につき、別紙のとおり報告する。 

  令和６年９月３日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁    



国県支出金 地方債 その他 国県支出金 地方債 その他 国県支出金 地方債 その他

1 1 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

令和４年度 205,298,000 102,600,000 102,698,000 67,161,000 33,600,000 33,561,000 138,137,000 69,000,000 69,137,000

令和５年度 307,947,000 153,900,000 154,047,000 415,723,600 207,800,000 207,923,600 △ 107,776,600 △ 53,900,000 △ 53,876,600

計 513,245,000 256,500,000 256,745,000 482,884,600 241,400,000 241,484,600 30,360,400 15,100,000 15,260,400

令和５年度一関市継続費精算報告書
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報告第24号 

   自動車事故に係る和解及び損害賠償に関する専決処分の報告について 

 市長専決条例（平成17年一関市条例第217号）第２条第４号の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第２項の規定により、これ

を報告する。 

  令和６年９月３日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁 



別紙 

   専決処分書 

 市長専決条例（平成17年一関市条例第217号）第２条第４号の規定により、次のとおり 

専決処分する。 

  令和６年８月22日 

一関市長 佐 藤 善 仁 

１ 損害賠償の額  16,200円 

２ 和 解 の 内 容 

 一関市は、相手方に損害賠償金として16,200円を支払う。 

 本件について、双方とも他に債権債務のないことを確認する。 

 今後、本件に関して、双方とも裁判上又は裁判外において、一切の異議、請求の申

立てをしないことを誓約する。 

３ 相 手 方  一関市 

個人 

４ 事故の概要 

  令和６年７月23日午前10時38分頃、舞川字外大久保地内において、建設部道路管理課

の職員が公用車で市道舞川馬洗淵線を走行中、市道沿いの自動車整備工場の敷地から後

進して市道に進入してきた相手方車両と衝突し、後部左側部分を破損させる損害を与え

た。 

５ 市の過失割合  20パーセント 



報告第25号 

   自動車事故に係る損害賠償に関する専決処分の報告について 

 市長専決条例（平成17年一関市条例第217号）第２条第４号の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第２項の規定により、これ

を報告する。 

  令和６年９月３日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁 



別紙 

   専決処分書 

 市長専決条例（平成17年一関市条例第217号）第２条第４号の規定により、次のとおり

専決処分する。 

  令和６年８月９日 

一関市長 佐 藤 善 仁 

１ 損害賠償の額  55,000円 

２ 相  手  方  岩手県 

県南広域振興局長 小 島  純 氏 

３ 事 故 の 概 要 

令和６年７月29日午前11時30分頃、千厩町千厩字摩王地内において、建設部建設整備

課の職員が公用車で国道456号を走行中、右カーブに進入した際、前方不注意によりハ

ンドル操作を誤ったため、相手方が歩車道境界ブロック上に設置したデリネーター２本

に衝突し、破損させる損害を与えた。 

４ 市の過失割合  100パーセント 



報告第26号 

   令和６年度一関市一般会計補正予算（第４号）の専決処分の報告について 

 市長専決条例（平成17年一関市条例第217号）第２条第６号の規定により、別紙のとお 

り専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第２項の規定により、 

これを報告する。 

  令和６年９月３日提出 

                          一関市長 佐 藤 善 仁 



別紙 

専決処分書 

 市長専決条例（平成17年一関市条例第217号）第２条第６号の規定により、次のとおり

専決処分する。 

  令和６年８月22日 

                          一関市長 佐 藤 善 仁 

 令和６年度一関市一般会計補正予算（第４号） 


